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 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１月17日 

                                                     香 川 県 教 育 委 員 会   

香川県教育委員会規則第１号 

   公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則 

（公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年香川県教育委員会規則第18号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（県費負担教職員の勤務時間の割振り） （県費負担教職員の勤務時間の割振り） 

第２条 略 第２条 略 

  

（条例第４条第３項の教育委員会規則で定める職員）  

第２条の２ 条例第４条第３項の教育委員会規則で定める職員は、公務の運

営上の事情を考慮して任命権者が定める職員とする。 

 

  

（条例第４条第３項の規定による勤務時間の割振りの基準等）  

第２条の３ 任命権者は、条例第４条第３項の規定による勤務時間の割振り

を行う場合には、申告（条例第４条第３項に規定する申告をいう。第３項

第１号及び第６条第３号を除き、以下同じ。）を考慮しつつ、次に掲げる

基準に適合するように行わなければならない。この場合において、当該申

告どおりの勤務時間の割振りを行うことにより公務の運営に支障が生ずる

と認めるときは、任命権者の定めるところにより、当該申告と異なる勤務

時間の割振りを行うことができるものとする。 

 

(１) １日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ

定める時間以上の勤務時間を割り振ること。ただし、単位期間（条例第

４条第３項に規定する単位期間をいう。以下同じ。）をその初日から１

週間ごとに区分した各期間につき１日を限度として職員が指定する日に

ついては、当該あらかじめ定める時間未満の勤務時間を割り振ることが

できること。 

 

(２) 前号の規定にかかわらず、休日（条例第９条に規定する休日をいう。 

第８条第１項において同じ。）その他任命権者の定める日については、

７時間45分（条例第３条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

及び同条第４項に規定する任期付短時間勤務職員（以下「定年前再任用
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短時間勤務職員等」という。）にあっては、当該定年前再任用短時間勤

務職員等の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における週

休日（条例第４条第１項に規定する週休日をいう。以下同じ。）以外の

日の日数で除して得た時間）の勤務時間を割り振ること。 

(３) 始業の時刻を午前７時以後に、終業の時刻を午後７時15分以前に設

定すること。 

 

２ 定年前再任用短時間勤務職員等に７時間45分に満たない勤務時間を割り

振ろうとする日に係る条例第４条第３項の規定による勤務時間の割振りに

ついては、任命権者の定めるところにより、前項第１号に掲げる基準によ

らないことができるものとする。 

 

３ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第４条第３

項の規定による勤務時間の割振りを変更することができる。 

 

(１) 条例第４条第３項に規定する申告及び第６条第３号に規定する申告

があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。 

 

(２) 条例第４条第３項の規定による勤務時間の割振りを行った後に生じ

た事由により、当該勤務時間の割振りの変更を行わなければ公務の運営

に支障が生ずると認める場合において、任命権者の定めるところにより

変更するとき。 

 

  

（単位期間）  

第２条の４ 条例第４条第３項の教育委員会規則で定める期間は、４週間と

する。 

 

  

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割

振りの基準） 

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割

振りの基準） 

第３条 任命権者は、条例第５条第２項本文の定めるところに従い週休日及

び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日（条例第６条に規定する勤

務日をいう。以下同じ。）が引き続き12日を超えないようにし、かつ、１

回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければな

らない。 

第３条 任命権者は、条例第５条第２項本文の定めるところに従い週休日（

条例第４条第１項に規定する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の

割振りを定める場合には、勤務日（条例第６条に規定する勤務日をいう。

以下同じ。）が引き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割

り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（週休日等についての別段の定め） （週休日等についての別段の定め） 

第５条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季

節的事情により、第２条の３、第３条及び前条の規定によると、能率を甚

第５条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季 

節的事情により、第３条及び前条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、
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だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合に

は、人事委員会の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振

替等について別段の定めをすることができる。 

又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事委員会

の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等について別

段の定めをすることができる。 

  

（休憩時間） （休憩時間の特例） 

第６条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩時間を一

斉に与えないことができる。 

第６条 任命権者は、条例第７条第２項の定めるところに従い休憩時間を一

斉に与えない場合には、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に

対する休憩の与え方について、人事委員会に報告するものとする。 

(１) 交替制によって勤務させるとき。  

(２) 同一公署内の職員の職務に応じて、異なる時間帯を休憩時間とする

必要があるとき。 

 

(３) 職員からの申告を考慮して休憩時間の開始時刻及び終了時刻を定め

るとき。 

 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、任命権者が別に定めるとき。  

  

（年次休暇の日数） （年次休暇の日数） 

第９条 略 第９条 条例第12条第１項の教育委員会規則で定める職員は、次の各号に掲

げる職員とし、同項の教育委員会規則で定める日数は、当該各号に掲げる

日数とする。 

(１) 斉一型短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短

時間勤務職員等のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。） 別表第１の左

欄に掲げる当該職員の１週間ごとの勤務日の日数に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる日数 

(１) 斉一型短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員等（条例第３

条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第４項に規定

する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び育児短時間勤務職

員等のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時

間数が同一であるものをいう。以下同じ。） 別表第１の左欄に掲げる

当該職員の１週間ごとの勤務日の日数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる日数 

(２)～(10) 略 (２)～(10) 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（特別休暇） （特別休暇） 

第13条 略 第13条 条例第14条の教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場

合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(６)の２ 職員が不妊治療を受ける場合 その都度必要と認める日又は15

分を単位とする時間。ただし、一の年において10日を限度とする。 

(６)の２ 職員が不妊治療を受ける場合 その都度必要と認める日又は時

間。ただし、一の年において10日を限度とする。 
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(７)・(８) 略 (７)・(８) 略 

(９) 職員が生後３年に達しない子を育てる場合 １日につき1 2 0分を超

えない範囲内で１日２回それぞれ15分を単位とする時間（生後１年に達

しない子を育てる女性職員にあっては、30分以上に限る。男性職員にあ

っては、その子の当該職員以外の親（当該子について民法第8 1 7条の２

第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した 

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第１項第３号

の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第１号に規定する

養育里親である者（同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、

同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親とし

て委託することができない者に限る。）若しくは同条第２号に規定する

養子縁組里親である者を含む。）が当該職員がこの号の休暇を使用しよ

うとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承

認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請

求した場合は、１日につき1 2 0分から当該承認又は請求に係る期間を差

し引いた期間を超えない範囲内で１日２回それぞれ15分を単位とする時

間） 

(９) 職員が生後３年に達しない子を育てる場合 １日につき1 2 0分を超

えない範囲内で１日２回それぞれ30分、60分又は90分（男性職員にあっ

ては、その子の当該職員以外の親（当該子について民法第8 1 7条の２第

１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第１項第３号

の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第１号に規定する

養育里親である者（同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、

同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親とし

て委託することができない者に限る。）若しくは同条第２号に規定する

養子縁組里親である者を含む。）が当該職員がこの号の休暇を使用しよ

うとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承

認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請

求した場合は、１日につき1 2 0分から当該承認又は請求に係る期間を差 

し引いた期間を超えない範囲内で１日２回それぞれ30分、60分又は90分）

(10) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。次号及び第12号において同じ。）が出産する場合 その都度

必要と認める日又は15分を単位とする時間。ただし、出産の予定日前１ 

週間以内及び出産の日以後２週間以内の期間において３日を限度とする。

(10) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。次号及び第12号において同じ。）が出産する場合 その都度

必要と認める日又は時間。ただし、出産の予定日前１週間以内及び出産

の日以後２週間以内の期間において３日を限度とする。 

(11) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多

胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日以後１年を

経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員

が、これらの子の養育を行う場合 その都度必要と認める日又は15分を

単位とする時間。ただし、当該期間内において５日を限度とする。 

(11) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多

胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日以後１年を

経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員

が、これらの子の養育を行う場合 その都度必要と認める日又は時間。

ただし、当該期間内において５日を限度とする。 

(12) 職員が、職員の父母（配偶者の父母を含む。）、配偶者若しくは子

（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）の看護（負傷し、又

は疾病にかかったその者の世話をいう。以下同じ。）を行い、又は職員

が養育する中学校就学の始期に達するまでの子の介助（疾病の予防を図

るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話をいう。以下

同じ。）を行う場合 その都度必要と認める日又は15分を単位とする時

間。ただし、一の年において５日（子が２人以上の場合にあっては、10 

(12) 職員が、職員の父母（配偶者の父母を含む。）、配偶者若しくは子

（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）の看護（負傷し、又

は疾病にかかったその者の世話をいう。以下同じ。）を行い、又は職員

が養育する中学校就学の始期に達するまでの子の介助（疾病の予防を図

るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話をいう。以下

同じ。）を行う場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の

年において５日（子が２人以上の場合にあっては、10日（うち５日は、
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日（うち５日は、子の看護又は介助を行うため使用する場合に限る。）） 

を限度とする。 

子の看護又は介助を行うため使用する場合に限る。））を限度とする。 

(12)の２ 職員が、要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う

場合 その都度必要と認める日又は15分を単位とする時間。ただし、一

の年において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、10日）を限

度とする。 

(12)の２ 職員が、要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う

場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の年において５日

（要介護者が２人以上の場合にあっては、10日）を限度とする。 

(13)～(20) 略 (13)～(20) 略 

(21) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務する

ことが著しく困難である場合 その都度必要と認める日又は15分を単位

とする時間（定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等

にあっては、15分を単位とする時間）。ただし、一の妊娠の期間におい

て14日（定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあ

っては、1 0 8時間30分に週間勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて

得た時間数（その時間数に１時間未満の端数があるときは、これを四捨

五入して得た時間数））を限度とする。 

(21) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務する

ことが著しく困難である場合 その都度必要と認める日又は時間（定年 

前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、時間）。

ただし、一の妊娠の期間において14日（定年前再任用短時間勤務職員等

及び育児短時間勤務職員等にあっては、1 0 8時間30分に週間勤務時間を

38.75で除して得た数を乗じて得た時間数（その時間数に１時間未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数））を限度とする。 

(22) 略 (22) 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 15分を単位とする第１項第６号の２、第10号から第12号の２まで及び第

21号の特別休暇を使用した場合において、その使用した当該特別休暇の時

間数を日に換算するときには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に掲げる時間数をもって１日とする。ただし、第２号に掲げる職員が

同号に掲げる時間数以上の時間について同項第６号の２及び第10号から第

12号の２までの特別休暇を使用した場合は、１日の特別休暇を使用したも

のとする。 

４ １時間を単位とする第１項第６号の２、第10号から第12号の２まで及び

第21号の特別休暇を使用した場合において、その使用した当該特別休暇の

時間数を日に換算するときには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に掲げる時間数をもって１日とする。ただし、第２号に掲げる職員

が同号に掲げる時間数以上の時間について同項第６号の２及び第10号から

第12号の２までの特別休暇を使用した場合は、１日の特別休暇を使用した

ものとする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

  

第14条の２ 介護休暇の単位は、１日又は15分とする。 第14条の２ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

２ 15分を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介

護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該４時間か

ら当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない

範囲内の時間とする。 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該４時間

から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間とする。 

３ 略 ３ 略 

  

（介護時間） （介護時間） 
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第14条の３ 介護時間の単位は、15分とする。 第14条の３ 介護時間の単位は、30分とする。 

２ 略 ２ 略 

  

（子育て部分休暇）  

第14条の４ 子育て部分休暇の単位は、15分とする。  

２ 子育て部分休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続した２時間（職員の育児休業等に関する条例第23条第１項の規

定による部分休業の承認、第16条の規定による第13条第１項第９号に掲げ

る場合の特別休暇の承認又は第17条の規定による介護時間の承認を受けて

勤務しない時間がある日については、当該２時間からこれらの承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とする。 

 

  

（病気休暇及び特別休暇の承認） （病気休暇及び特別休暇の承認） 

第15条 略 第15条 略 

  

（介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認） （介護休暇及び介護時間の承認） 

第17条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇の請求につい

て、条例第15条第１項、第15条の２第１項又は第15条の３第１項に定める 

場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、

当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、

この限りでない。 

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第

１項又は第15条の２第１項に定める場合に該当すると認めるときは、これ

を承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運

営に支障がある日又は時間については、この限りでない。 

  

（香川県立学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第２条 香川県立学校の管理運営に関する規則（昭和33年香川県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（職員の休暇） （職員の休暇） 

第19条 略 第19条 略 

２ 病気休暇、特別休暇（公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（ 

平成７年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。）

第15条に規定するものを除く。）、介護時間又は子育て部分休暇の請求が

あった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当

該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。 

２ 病気休暇、特別休暇（公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（ 

平成７年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。）

第15条に規定するものを除く。）又は介護時間の請求があった場合におい

ては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職

員に対して当該決定の内容を通知するものとする。 



7 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 校長は、病気休暇、特別休暇、介護時間又は子育て部分休暇について、

その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求める

ことができる。 

５ 校長は、病気休暇、特別休暇又は介護時間について、その事由を確認す

る必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。 

６・７ 略 ６・７ 略 

  

第10号様式（第14条関係） 第10号様式（第14条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（県立学校職員の服務に関する規則の一部改正） 

第３条 県立学校職員の服務に関する規則（昭和35年香川県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（教員の介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の請求） （教員の介護休暇及び介護時間の請求） 

第11条 略 第11条 略 

２ 略 ２ 略 

服 務 月 例 報 告 書                      

学校名                

年  月                               校 長 氏        名   

職    氏    名 区    分 期        間 日・時 間 数 備         考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 備考 

１ 「区分」の欄は、病気休暇、産前休暇、産後休暇、介護休暇、介護時間、部分休業及び欠勤の別を記入すること。 

２ 病気休暇及び介護休暇にあっては医師の診断書等の写しを、産前休暇及び産後休暇にあっては医師又は助産師の証明書の写

しを添付すること。 

３ 介護休暇、介護時間及び部分休業にあっては、それぞれの実績が分かる書類を添付すること。  

服 務 月 例 報 告 書                      

学校名                

年  月                               校 長 氏        名   

職    氏    名 区    分 期        間 日・時 間 数 備         考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 備考 

１ 「区分」の欄は、病気休暇、産前休暇、産後休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇、部分休業及び欠勤の別を記入す

ること。 

２ 病気休暇及び介護休暇にあっては医師の診断書等の写しを、産前休暇及び産後休暇にあっては医師又は助産師の証明書の写

しを添付すること。 

３ 介護休暇、介護時間、子育て部分休暇及び部分休業にあっては、それぞれの実績が分かる書類を添付すること。  
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３ 子育て部分休暇の承認を受けようとする教員は、あらかじめ第６号様式

の７による子育て部分休暇承認（取消）申請書を校長に提出しなければな

らない。 

 

  

第６号様式の６（第11条関係） 第６号様式の６（第11条関係） 

 略  略 

  

第６号様式の７（第11条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （表） 

子育て部分休暇承認（取消）請求書 

年  月  日  

           殿 

学 校 名           

職・氏名           

 次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏 名  

請 求 者 と の 
続 柄 等  

生 年 月 日       年  月  日 

２ 請 求 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

□毎 日 
 
□その他（   ） 

午前  時  分から 
午前  時  分まで 
午後  時  分から 
午後  時  分まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

□毎 日 
 
□その他（   ） 

午前  時  分から 
午前  時  分まで 
午後  時  分から 
午後  時  分まで 

３ 備 考  

注 １ 該当する□には、レ印を記入すること。 
２ 「３ 備考」欄には、請求に係る子が養子の場合は養子縁組の効力が生じた日
を記入すること。 

３ 「２ 請求期間」欄に記入された期間内における子育て部分休暇の承認の請求
及び取消しの請求は、裏面に記入して行うこと。 

校長 
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第７号様式（第12条関係） 第７号様式（第12条関係） 

 略  略 

  

（教育職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りの特例等に関する規則の一部改正） 

第４条 教育職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りの特例等に関する規則（令和３年香川県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置条例（昭和46年香川県条例第25号。以下「条例」という。）第８条第１

項及び第９条第１項の規定に基づき、教育職員（条例第２条第２項に規定

する教育職員をいう。以下同じ。）の週休日及び正規の勤務時間の割振り

の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置条例（昭和46年香川県条例第25号。以下「条例」という。）第７条、第

８条第１項及び第９条第１項の規定に基づき、教育職員（条例第２条第２

項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）の週休日及び正規の勤務時間

の割振りの特例等に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

 （条例第７条の教育委員会規則で定める時間） 

（裏） 

任命権
者 の 
確 認 

請求者
の確認 

請 求 年 月 日 請求に基づく承認又は取消し後の子育て部分休暇の時間 
備   考 

承 認 年 月 日 年 月 日 午 前 午 後 時間数 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 

  
年  月  日 

年  月  日 
時  分から 

 
時  分まで 

時  分から 
 

時  分まで 

時間 
 

分 
 

年  月  日 
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第２条 削除 第２条 条例第７条の人事委員会に協議して教育委員会規則で定める時間は、 

休憩時間を除き、38時間45分とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に係る条例第７条の人事

委員会に協議して教育委員会規則で定める時間は、当該各号に定めるとお

りとする。 

 (１) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号）第

10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「

育児短時間勤務」という。）の承認を受けた職員（同法第17条の規定に

よる短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務

職員等」という。） 当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同法第

17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条

の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤

務等の内容」という。）に従い任命権者が定めた時間 

 (２) 職員の定年等に関する条例（昭和59年香川県条例第20号）第13条の

規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。） 休憩時間を除き15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者

が定めた時間 

 (３) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項の規定により採

用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。） 休憩時間を

除き31時間までの範囲内で任命権者が定めた時間 

  

（条例第８条第３項の教育委員会規則で定める事項） （条例第８条第３項の教育委員会規則で定める事項） 

第４条 略 第４条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 条例第８条第３項第５号の人事委員会に協議して教育委員会規則で定め

る勤務日は、月曜日から金曜日までの５日間（地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第1 1 0号）第10条第３項の規定により同条第１

項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）の承認

を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職

員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）にあっては月曜日か

ら金曜日までの５日間のうち当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同

法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同

条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤

務等の内容」という。）に従い任命権者が定めた週休日を除く日、職員の

定年等に関する条例（昭和59年香川県条例第20号）第13条の規定により採

７ 条例第８条第３項第５号の人事委員会に協議して教育委員会規則で定め

る勤務日は、月曜日から金曜日までの５日間（育児短時間勤務職員等にあ

っては月曜日から金曜日までの５日間のうち育児短時間勤務等の内容に従

い任命権者が定めた週休日を除く日、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員にあっては月曜日から金曜日までの５日間のうち任命 

権者が定めた週休日を除く日）とする。ただし、特別の事情がある場合は、 

この限りでない。 
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用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）及び地方

公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項の規定により採用された職

員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）にあっては月曜日から金曜 

日までの５日間のうち任命権者が定めた週休日を除く日）とする。ただし、

特別の事情がある場合は、この限りでない。 

８～10 略 ８～10 略 

  

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


